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第１ はじめに 

 

１ 改正の経緯 

本県では、平成20年9月にファシリティマネジメント（注１）（以下「ＦＭ」という。）

を導入し、歳入確保及び歳出削減の両面から県有財産の最適化に取り組んできました。 

さらに、公共施設等（注２）については、「福島県公共施設等総合管理計画（平成29年

3月）」を策定し、長期的な視点をもって、長寿命化・統廃合・更新などを計画的に行

うことにより、県民の安全・安心を確保するとともに、財政負担の軽減・平準化に取

り組んでいるところです。 

また、行財政運営においては、震災からの復興・再生に向けた取組を着実に進めな

がら、必要な行政サービスを効果的・効率的に提供できるよう努めてきました。これ

まで積み重ねてきた行財政改革の成果を踏まえ、限りある財源や人的資源の確保、捻

出と効果的な活用に向けて、行財政運営の見直しを計画的に行っていく必要がありま

す。 

ＦＭに基づくこれまでの取組により、歳入確保及び歳出削減に一定の成果を上げて

きましたが、ＦＭの効果をより向上させるためには、計画を見直す必要があります。 

   本改正は、これまでの考え方を継承するとともに、更にＦＭを推進するため、上位

計画である「福島県行財政改革プラン（令和４年３月）」の策定に合わせ、見直しを行

うものです。 

 

２ 県有財産の現状と課題 

   県有財産のうち、土地（公有財産）の総量は令和2年度末時点で約4,429万㎡とな

っています。このうち約93万㎡は未利用地であり、これらを適切な時期に処分するな

ど、その活用に向けた方策をとることが必要となっています。 

   また、建物（公有財産）は、令和2年度末時点で延べ床面積が約299万㎡となって

います。これらの建物の多くは、経年劣化や社会的な要因による需要の変化が進んで

いるため、効率的な活用が必要となっています。 

   さらに、道路・港湾・空港等の産業の基盤となる施設、下水道・公園等の生活の基

盤となる施設、治山治水といった国土保全の基盤となる施設、その他、都市や農山村

漁村を形成する基盤となる施設など、多岐に渡る県有財産を保有しており、より一層

の有効な活用が必要となっています。 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（注１）ファシリティマネジメント：本計画においては、土地、工作物、建物、物品などの財産を

経営資産と捉え、経営的視点に基づき、最適化（コスト最小、効果最大）を図りながら、

戦略的に保有・処分・活用・維持していく管理手法をいう。 

（注２）公共施設等：公共施設、公用施設その他の本県が所有する建築物その他の工作物をいう。

具体的には、建物の他、道路・橋梁等の土木構造物、公営企業の施設（工業用水道事業施

設、県立病院事業施設）、プラント系施設（下水道施設等）も含む包括的な概念をいう。 
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第２ 目的 

 

本計画は、ＦＭの考え方を踏まえ、財産活用、財産管理及び財産保有の面から県有

財産の最適な活用を推進することを目指し、歳入確保及び歳出削減の両面から行財政

改革に役立てることを目的とします。 

 

図1 本県のＦＭ 

 
 

 

第３ 計画期間 

    

本計画は、令和4年度から令和7年度までを計画期間とします。 

   ただし、計画期間内であっても、必要に応じて内容の見直しを行います。 

 

 

第４ 推進体制及び情報共有 

 

   全庁的な合意の下に本計画を推進するため、県有財産最適活用推進委員会において

情報共有を図ります。 

 

   ① 行財政改革推進本部（財政構造改革部会） 

     行財政改革推進本部の方針の下に、ＦＭを全庁的に推進します。 

② 福島県県有財産最適活用推進委員会 

福島県県有財産最適活用推進委員会において、取組の向上や充実に向けた検討

などを行い、ＦＭを積極的に推進します。 

③ 部局等（注３） 

各部局等にＦＭ推進者をリーダーとして配置し、ＦＭ及びその具体的な取組（以

下「アクションプラン」という。）を推進します。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（注３）部局等：県組織全てを示す。

県
有
財
産

財産活用の最適化

最適活用

歳入確保

財産管理の最適化

財産保有の最適化

歳出削減
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図2 推進体制 

 

 

第５ 基本計画 

 １ 基本方針 

   基本計画を定めるに当たり、県有財産の最適活用を図る観点から、以下を基本方針

とします。 

   ① 財産を経営資産と捉え、経営的視点に基づき、総合的な観点から最適化を推進

します。 

   ② 財産全般にＦＭの考え方を導入し、取り組めるところから実施し、既に実施し

ているものは、毎年度点検し、取組の向上や充実につながる見直しを行います。 

   ③ 財政的な負担軽減の効果が高いものを優先します。 

 

２ 取組方針 

  ⑴ 財産活用の最適化 

   ア 広告 

     広報誌や封筒などの印刷物、ホームページのバナー、公用車や構造物などを媒

体とした広告やネーミングライツなどにより、広告料等の歳入確保を推進します。 

    

推進等 報告等

◇　関係会議等と連携

推進等 報告等

  ◇　FM及びアクションプランの実行

福島県県有財産最適活用推進委員会

（委員長:総務部次長、委員:各部局等主管課長等）

（幹事会、ワーキンググループ）

◇ ＦＭの推進

◇ 取組の向上や充実に向けた検討

行財政改革推進本部（財政構造改革部会）

部局等

◇ FM及びアクションプランの実行

◇ FM及びアクションプランの実行

ＦＭ推進者
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イ 賃料・貸付 

     財産の使用の有料化や使用料等の見直しにより、財産収入の確保を推進します。 

また、財産の貸付については、必要に応じて公募制度の導入を検討します。 

   ウ 利活用 

     未利用又は低利用となっている財産は、その機能及び運用上の課題を整理し、

有効活用及び活用促進を図ります。 

 

  ⑵ 財産管理の最適化 

   ア 管理事務の効率化 

     日常的な維持管理は、業務の標準化や統一化を図り、より効率的かつ効果的な

業務実施を推進します。 

     また、光熱水費、通信費及び清掃等の委託費は、複数の施設群ごとの一括契約

などの手法の取り入れを検討します。 

なお、原子力発電所事故により本県の財産が被った損害は、的確な請求を行う

とともに、確実かつ迅速な支払いを求めていきます。 

   イ 省エネルギー化 

     省エネルギー機器や新電力の導入を図り、省エネルギー化を推進します。 

   ウ 維持管理費の低減・平準化 

     将来にわたり使用する財産は、その機能の維持及び性能の確保のため、計画的

なメンテナンス（予防保全）を実施することにより、長期使用・長寿命化を図り、

維持管理費の低減・平準化を推進します。 

 

  ⑶ 財産保有の最適化 

   ア 集約化・共有化 

利用率の低い財産は、機能、運用状況及びその課題を整理し、集約化及び共有

化を図ります。なお、集約化及び共有化により生じる余剰財産は、更なる有効活

用や処分を推進します。 

   イ リース・レンタル 

     リース・レンタル等の契約により、保有の代替とできる財産は、必要に応じそ

の利用の導入を検討します。 

   ウ 処分 

     将来にわたり利用の見込のない財産は、売却等による計画的かつ積極的な処分

を推進します。 

 

   ⑷ 民間活力の導入の検討 

民間の技術･ノウハウ･資金等を活用することが FM の取組に有効な場合もあるこ

とから、ＰＰＰ（注４）やＰＦＩ（注５）の活用についても、必要に応じて検討します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（注４）PPP：公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームをPPP（パブリック・プライベー

ト・パートナーシップ：公民連携）という。 

（注５）PFI：公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間資金のノウハウを活用し、公共

サービスの提供を民間主導で行うことを PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアテ

ィブ）といい、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方。 
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第６ アクションプラン 

   前年度の取組状況の点検を踏まえて、毎年度当初にアクションプランを設定し、最

適活用を推進するとともに、その内容及び実施状況について公表するものとします。 

 

表1 アクションプランの区分 

 

 

 

 

 

表２ 財産活用による収入額の目標値 

(単位：千円) 

指標名 基準値（令和２年度実績） 目標値（令和７年度） 

県有財産の活用による広告事業及び

貸付事業等の収入 

 

１４２，１８７ 

 

１５２，３０７ 

※令和2年度の収入実績額を基準とし、アクションプランの実施により令和7年度までに上記目

標の年間収入額を目指す。 

 

 

 

 

 

大分類 中分類 小分類
a．印刷物広告
b．公用車広告
c．バナー広告
d．その他広告
e．ネーミングライツ
a．有料化
b．使用料見直し
c．公募貸付
a．有効活用
b．活用促進
a．業務の標準化･統一化
b．一括契約
a．省エネルギー機器の導入
b．新電力の導入
c．その他の省エネルギー対策
a．長期使用
b．長寿命化
a．公用車の集約化･共有化
b．印刷機･複写機の集約化･共有化
c．その他の集約
a．公用車のリース･レンタル
b．印刷機･複写機のリース･レンタル
c．その他のリース･レンタル

ウ．処分 a．財産処分

⑶
財
産
保
有

ア．集約化･共有化

イ．リース･レンタル

イ．省エネルギー化

⑴
財
産
活
用

ア．広告

イ．賃料･貸付

ウ．利活用

⑵
財
産
管
理

ア．管理事務の効率化

ウ．維持管理費の低減･平準化
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＜参考資料＞ 

１ ＦＭの必要性 

   バブル経済崩壊後、ＦＭの根本ともいえる不動産（土地、建物）に対する考え方が

大きく変わってきました。一つ目は、不動産に対する価値観の変化であり、「所有」か

ら「運用」へ、構造物の適切な維持管理による「長寿命化」へ移行していること。二

つ目は、財産に対して、ＦＭによる総合的で合理的かつ迅速な管理、さらには顧客満

足度を高める管理をすることが求められています。 

   また、「簡素で効率的な政府を実現するための行財政改革の推進に関する法律（平成

18年法律第47号）」では、地方公共団体の取組として、資産及び債務の実態を把握し、

これらの管理に関する体制の状況を確認することや、資産及び債務に関する改革の方

向性並びに改革を推進するための具体的な施策を策定することが定められています。 

   これらの状況を踏まえ、県有財産に関する様々な課題を解決するため、総合的な管

理手法であるＦＭの考え方を取り入れ、経営効率、業務効率を改善するとともに、安

全安心の信頼性を高め、知的生産性、地球環境保全への貢献度を速やかに向上させて

いく必要があります。 

 

２ ＦＭの効果 

   ＦＭの導入により、以下の効果が期待できます。 

   ① 県有財産の現状を把握し、行政の経営的視点に基づいて、その配置・質・量な

どを最適化すること。 

   ② ライフサイクルコスト（注６）を削減すること。 

   ③ 建物・工作物の快適性や充実度が増すなど、総体的に行政サービスの質が上が

り、県民満足度を向上させること。 

   ④ 県有財産情報の一元化を一層進めることにより、予見に基づく日常的な管理及

び非常事態に即応できる全庁体制を充実し、施設の安全性・信頼性を向上させる

こと。 

   ⑤ 適切な管理運営・計画的な維持保全によって、エネルギー消費量（二酸化炭素

排出量）や解体に伴って発生する廃棄物排出量を抑制し、地球環境保全に貢献す

ること。 

             FMプラン策定後における取組効果       （千円） 

取組内容 平成２０～令和２年度の実績 

未利用財産の処分、県有財産の活用による

広告事業及び貸付事業等による歳入確保額 

 

   ５，９５４，６９７ 

新電力の導入、財産管理事務の契約見直し

等による歳出削減額 

 

   １，５４８，１６９ 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（注６）ライフサイクルコスト：公共施設等の計画、設計から竣工、運用を経て、修繕、耐用年数

の経過により解体処分するまでを生涯と定義して、その全期間に要する費用。Life cycle 

costを略しLCCとも呼ばれる。 

 


